
改正前

改正後

・

・

法による事後調査手続の対
象範囲は、条例事後調査の
工事の実施の影響の調査と
同内容であることから、削除。

法による事後調査報告書の
知事等への提出及び必要に
応じ追加の措置を求めること
ができる規定を追加。

法事後調査手続の新設を受けた条例の改正について

改正前

・

・

法に事後調査手続がなかっ
たことから条例で事後調査を
実施。

調査対象は、工事の実施段
階及び工事の完了後の環境
影響。

改正後

完了後の調査に反映

実施段階の調査は削除

法の事後調査報告書（知事の関与なし）
（追加） §35-11～14

・ 知事による法の事後調査報告書に対

する審査・必要に応じ措置要請

評価書の

公告・縦覧

工事の実施の影響の調査

事業着手

（工事着手届）

工事の完了後の事業活動が及ぼす影響の調査

実施段階（工事中） 供用段階

工事完了・供用開始

（工事完了届）

事後調査報告書

法アセス手続
条例 事後調査手続 §29(§35)

評価書の

公告・縦覧

実施における措置

法アセス手続 法 事後調査手続

工事の完了後の影響の調査 事後調査報告書

条例 事後調査手続 §29(§35)

アセス手続

環境影響が定常化

条例 報告§41(§35) 、立入調査§42(§35)、勧告§45(§35)の対象

条例 報告§41(§35) 、立入調査§42(§35)、勧告§45(§35)の対象


